
原則
＊記載はすべて英語・大文字に記載し、略号は使用しないこと
＊12か月以内に作成されたMDF（添付する検査データも同様に12か月以内）が有効であること
＊□（チェックボックス）については、該当する項目にチェックをを記入すること
＊各検査の添付データは、カラー画像はカラーにて印刷すること
＊電気生理学的検査（ERG/VEP)は、別紙でMDFを作成した臨床医による検査所見のレポートおよび日付・署名を記載すること

BOTH EYES、RIGHT  EYE、LIFT EYE　とどちらの眼か記載すること

原則
＊記載はすべて英語・大文字に記載し、略号は使用しないこと
＊12か月以内に作成されたMDFが有効であること
＊□（チェックボックス）については、該当する項目にチェックをを記入すること
＊各検査の添付データは、カラー画像はカラーにて印刷すること
＊電気生理学的検査（ERG/VEP)は、別紙でMDFを作成した臨床医による検査所見のレポートおよび日付・署名を記載すること

NONE、POSSIBLY SURGERYなど

＊眼鏡、コンタクトレンズ使用の際は度数を記載すること



NON-CORRECTED

HAND MOTION

＊検眼レンズ使用の際にはその度数を併記すること
＊小数視力で記載の場合、「DECIMAL VISUAL  ACUITY」と併記すること
＊SNELLEN、LOGMARで記載の場合は、そのことを記載すること

＊直径の記載もしくは　AS PER THE ATTACHED SHEETと記載（いずれも検査
結果を添付すること）

原則
＊記載はすべて英語・大文字に記載し、略号は使用しないこと
＊12か月以内に作成されたMDF（添付する検査データも同様に12か月以内）が有効であること
＊□（チェックボックス）については、該当する項目にチェックをを記入すること
＊各検査の添付データは、カラー画像はカラーにて印刷すること
＊電気生理学的検査（ERG/VEP)は、MDFを作成した臨床医による検査所見および日付・サインを記載すること



＊ERG/VEPについて
・ISCEV基準に準拠した検査方法で実施すること
・使用した検査機器の明示
・刺激光および背景光のキャリブレーションの実施
・使用した検査機器の正常波形の添付（添付資料参照）
・実際の検査した各波形検査結果の添付
・別紙にて、MDF作成した臨床医による検査所見のレポートおよび日付・署名を記載すること



原則
＊記載はすべて英語・大文字に記載し、略号は使用しないこと
＊12か月以内に作成されたMDF（添付する検査データも同様に12か月以内）が有効であること
＊□（チェックボックス）については、該当する項目にチェックをを記入すること
＊各検査の添付データは、カラー画像はカラーにて印刷すること
＊電気生理学的検査（ERG/VEP)は、別紙でMDFを作成した臨床医による検査所見のレポートおよび日付・署名を記載すること

OPHTHALMOLOGY




